
私立専修学校設置認可基準一覧 
ＮＯ．１／３  

 

区分 基準概要 根拠法令 

教
育
内
容 

目的 
 職業・実際生活に必要な能力の育成、教養の向上を図ることを目的として 
組織的な教育を行う 

 学法１２４条 

分野  工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、 
 商業実務、服飾・家政、文化・教養 

 省令２条 

課程 
 
（入学資格） 

 専門課程：高校卒業程度の者に対し、高等学校教育の基礎の上に教育を行う    
   「専門学校」 

 高等課程：中学校卒業程度の者に対し、中学校教育の基礎の上に教育を行う 
      「高等専修学校」 

 一般課程：入学資格として学歴を問わず過去の特定の学校教育を基礎と 
しない教育を行う 

 ・各課程に１以上の学科を置く：（例）「○○専門課程  ○○学科」 

 学法１２５条 
 
 
 
 
 
 省令３条 

定員 
 同時に授業を受ける生徒等定員が各分野の課程ごとに40人以上であること 
 ※１学級は原則として40人以下 

 学法１２４条 
 省令６条 

  修業年限  １年以上  学法１２４条 

   単位数 
授業時数 

 専門課程：年間31単位以上 
（夜間学科等は年間17単位以上、修了までに31単位以上） 

高等課程・一般課程：年間800単位時間以上 

 （夜間学科等は年間450単位時間以上、修了までに800単位時間以上） 

 ・高等課程：1/10 程度を一般教養科目に充てる 

省令17・18条 

省令28条の２、 

  28条の３ 
 
 専修内規第３ 

教
職
員
組
織 

校長 
 教育に関する識見を有し、教育・学術・文化に関する業務に５年以上従事 
 した者 

 学法１２９条 
 専修内規第４ 

教

員 

資格 

 担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有する次のいずれかの者 

専
門
課
程 

①専門課程又は専攻科修了（修業年限）＋関連業務＝６年 
②大卒＋関連業務（２年）、短大・高専卒＋関連業務（４年） 
③高校教諭経験（２年） 
④修士・専門職学位を有する者 
⑤特定分野で特に優れた知識・技術・技能・経験を有する者 
⑥その他同等以上の能力があると認められる者 

高
等
課
程 

①専門課程教員資格者 
②専門課程修了（修業年限）＋関連業務＝４年 
③短大・高専卒＋関連業務（２年） 
④学士の学位を有する者 
⑤その他同等以上の能力があると認められる者 

一
般
課
程 

①専門・高等課程教員資格者 
②高卒・中等教育学校卒＋関連業務（４年） 
③その他同等以上の能力があると認められる者 

 

 

省令４１条 
 
 
 
 
 
 省令４２条 
 
 
 
 
 
 省令４３条 

教員数 

 
 省令３９条 

４０条 
 別表第１ 
   第３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 省令39・40条 
別表第1･3備考 

 専修内規第５ 
     〃 

 

課程 分野 総定員 教員数 

 

 専門課程 
 
 高等課程 

 工業、農業、医療、 
 
衛生、教育・社会 

 
福祉 

～  80人 ３ 
 
 

81 ～ 200人 ３＋ 
総定員－80 

40 

201 ～ 600人 ６＋ 
総定員-200 

50 

601 ～ 14＋ 
総定員-600 

60 

 商業実務、服飾・ 
 
 家政、文化・教養 

～  80人 ３ 
 
 

81 ～ 200人 ３＋ 
総定員－80 

40 

201 ～ 400人 ６＋ 
総定員-200 

50 

401 ～ 10＋ 
総定員-400 

60 

 一般課程 

 工業、農業、医療、 
 衛生、教育・社会福 
 祉、商業実務、服飾 
 ・家政、文化・教養 

～  80人 ３ 
 
 

81 ～ 200人 ３＋ 
総定員－80 

40 

201 ～ ６＋ 
総定員-200 

60 

   ・基準人数の１／２以上は基幹教員（最低３人） 
   ・学級数以上の基幹教員  
  （学級を置かない場合は、課程・分野ごとの総定員を40人で除した数以上） 
   ・夜間等学科などを併置する場合は相当数を増員 

その他  校医、事務職員等を置く 
 学校保健安全法 

３２条 
 専修内規第６ 



 
                                                                                            ＮＯ．２／３ 
 

区分 基準概要 根拠法令 

施
設
設
備 

位置･環境  教育上・保健衛生上適切なこと  省令４４条 

校地 

原則自己所有（負担付又は借用でないこと）  

 次のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合
には借用可能 

①借用部分が校地面積の２分の１以下で、所有することが困難な場合 

②借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都
住宅供給公社の財産で、所有することが困難な場合 

③借用部分が公益法人の所有で、当該法人の目的に照らし、準学校法人
への寄付又は譲渡が困難な場合 

④ ①～③までの規定にかかわらず特別な事情がある場合 

※上記①・③・④の場合、20年以上の地上権又は賃借権を設定し、登記
を要する。ただし、登記できない特別な事由がある場合は公正証書の
作成を要する。 

※上記②の場合、長期にわたり安定して使用できる条件を具備している
こと。 20年以上の安定的な使用確保が確実である場合は、20年未満
の賃貸借契約等による借用を認める。 

 

 省令４５条 

 専修内規第７ 

法人基準第２ 

法人内規第３ 

校舎 

原則自己所有（負担付又は借用でないこと）  

次のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合
には借用可能 

①校舎が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅
供給公社の財産のため、所有することが困難な場合 

② ①の規定にかかわらず特別な事情がある場合 

※ 上記②の場合、20年以上の地上権又は賃借権を設定し、登記を要す
る。 
ただし、登記できない特別な事由がある場合は、公正証書の作成を
要する。 

※上記①の場合、長期にわたり安定して使用できる条件を具備している
こと。 20年以上の安定的な使用確保が確実である場合は、20年未満
の賃貸借契約等による借用を認める。 

 

 省令４６条 

 専修内規第８ 

法人基準第２ 

法人内規第３ 

 

教室等 

 ・目的、生徒数、課程に応じた教室、教員室、事務室、図書室、保健室、 
教員研究室等を備える 

 ・普通教室は、学級数と同数以上 

（学級を置かない場合は、同時に授業を行う組の数以上） 

・生徒等１人当たり1.5㎡以上 

 省令４６条 
 
 専修内規第８ 

用途  学校用途として指定されていること（建築確認済証、検査済証の写し）  建築基準法６条 

面積 

 
 省令４７・４８条 
 別表第２ 

第４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 専修内規第８ 

 

課程 分野 総定員 面積（㎡） 

 

 専門課程 
 
 高等課程 

 工業、農業、医 
 療、衛生、教育 
 ・社会福祉 

～40人 260 

41人～ 260+3.0×（総定員－40） 

 商業実務、服飾 
 ・家政、 
 文化・教養 

～40人 200 

41人～ 200+2.5×（総定員－40） 

 一般課程 

 工業、農業、医 
 療、衛生、教育 
 ・社会福祉 

～40人 130 

41人～ 130+2.5×（総定員－40） 

 商業実務、服飾 
 ・家政、 
 文化・教養 

～40人 130 

41人～ 130+2.3×（総定員－40） 

 ・基準面積の３／５以上は、直接生徒等の使用する教室・実習室等に充てる 

設備 

 ・目的、生徒等の数、課程に応じた機械、器具、標本、図書（生徒等１人当
たり５冊以上）等を自己所有（夜間に授業を行う場合は適当な照明設備） 

 ・便器数基準あり 

 省令４９・５０条 
専修内規第８・９ 



 
                                                                                            ＮＯ．３／３ 
 

区分 基準概要 根拠法令 

名称 

 ・学校教育法第１条に規定する学校、大学院、その他都内の既設認可校 

   等の名称（類似の名称を含む）を使用してはならない 

 ・高等課程を設置するもの以外は高等専修学校の名称を、また、専門課 

   程を設置するもの以外は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は 

  専修学校の名称を使用してはならない 

 ・目的、課程、分野にふさわしいもの 

 学法１３５条 

 専修内規第１４ 

 省令５２条 

設置者 

 ・学校を経営するために必要な経済的基礎、知識、経験を有すること 

 ・社会的信望を有すること 

 ・学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として学校法人  

 学法１２７条 

 

 専修内規第２ 

担当機関窓口 
（相談・申請等） 

 各区役所又は市役所 

 ※ただし、市部における資格免許の認定又は指定校については、東京都生活文化局私学部 

私学行政課 
 
                   
  （注記） 学法：学校教育法   省令：専修学校設置基準（昭和51年文部省令第2号） 

専修内規：東京都私立専修学校設置認可取扱内規 
法人基準：準学校法人設立認可基準   法人内規：東京都準学校法人設立認可取扱内規 

 
   
  （参考） 附帯教育：本来の専修学校の教育に支障のない限り、当該専修学校の教員・施設・設備等を利用して専   
                    修学校以外の教育を行うことができる。  

                     ※恒常的に行う場合（週２回１か月以上のもの）は学則に記載すること。 

※各種学校の要件に該当する場合は、別途各種学校の認可を受けること。 


